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○企業会計基準公開草案第 43 号 
公正価値測定及びその開示に関する会計基準（案）について 

 
（全般について） 
・結論の背景には「国際的な会計基準における考え方を取り入れることとした」、「国際的

な会計基準の考え方と同様に･･･することとした」というように、国際的な会計基準と合わ

せた旨の表現が多く見受けられますが、逆に国際的な会計基準と大きく異なる取扱とした

点はあるのでしょうか。 
 
（公正価値の定義） 基準（案）第 4項、第 30～34項について 
 ・「公正価値」を「出口価格」と明確に定義づけしていますが、一方で第 32項では「国際
的な会計基準では、同じ市場での取引を前提とすれば、入口価格と出口価格は等しくなる

としており･･･」と記載されており、「出口価格」と「入口価格」を敢えて明確に区別し定

義づけることは、必要ないのではないでしょうか。 
また、適用指針第 19、48～49項「ビッド・アスク・スプレッド」において、実務上の簡
便法として「仲値」利用が容認されており、実際の取引は「秩序ある取引」を前提とすれ

ば、「出口価格」と「入口価格」を含めた両者間のどこかの水準で約定（つまり「出口価格」

と「入口価格」は一致）されるという経験則に基づくことからも、「出口価格」と「入口価

格」を明確に区分することは、あまり意味がないのではないでしょうか。 
 
（市場参加者）第 6項について 
・後段の「市場参加者を特徴づける要素を識別しなければならない。」が、やや難解な表現

ですが、具体的にはどのような手続を実施したらよろしいのでしょうか。 
 
（秩序ある取引）第 7項及び適用指針第 4項について 
・「測定日以前の一定期間、市場にさらされていることを前提とした取引をいう。」という

表現では、測定日に無理に取引を成立させず、測定日以前の一定期間における有利な水準

を参考にして公正価値を決定できる？ あるいは期末日前 1 ヶ月平均値も使用できる？ 
とも読めてしまうのではないでしょうか。 
 
（公正価値に関する注記事項）第 17項について 
・「重要性が乏しいものは注記を省略することができる」とありますが、金融商品や賃貸等

不動産について重要性判断から注記省略した場合は、公正価値測定の注記についても当然、

省略できると考えてよろしいでしょうか。 
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○企業会計基準適用指針公開草案第 38 号 
公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針（案）について 
 
（秩序ある取引）第 3項について 
・「また、取引が秩序ある取引であるか否かを判断する十分な情報がない場合は、秩序 
ある取引ではないと判断してはならない。」は、少々まわりくどい表現と思われますので、

「また、取引が秩序ある取引であるか否かを判断する十分な情報がない場合は、秩序ある

取引と判断する。」と変更されたらいかがでしょうか。 
 
（秩序ある取引）第 4項について 
・「 (4) 直近の取引と比較して、取引価格が異常値となっていること」の「異常かどうか」
の判断基準と「直近」の範囲について、どのように想定されているのでしょうか。 
 
（大量保有要因の調整、その他の割増・割引要素の調整）第 7～8項について 
・「大量保有要因の調整」が禁止されている一方で、「市場性の欠如によるディスカウント」

は調整する、とされていますが「市場性の欠如（市場での取引量が少ない状況）」や「大量

保有」というのは、市場参加者それぞれの保有するポジション規模と市場取引規模の相対

関係に左右されますので、両要因を明確に区別することができないケースもあるのではな

いでしょうか。 例えば、ある少額保有の市場参加者にとって当該市場での取引量は十分

かもしれませんが、ある市場参加者にとっては「市場での取引量が少ない」、あるいは「企

業が市場規模に比べて大量の金融商品を保有」というケースもあり得るのではないでしょ

うか。 
 
（レベル 2 、レベル 3 の入力数値の具体例）第 17項及び第 18項について 
入力数値の具体例として、以下認識でよろしいでしょうか。 
＜イールドカーブデータ＞ 
市場で観測される金利（LIBOR、金利先物、金利スワップ等）から、ゼロクーポンイ
ールドカーブを算定し、割引率に使用する場合の入力数値は「レベル 2」。 
＜信用リスクプレミアム数値＞ 
・クレジットデリバティブ市場で直接観測される入力数値は「レベル 2」 
・自社ヒストリカルデータを元に、デフォルト確率（ＰＤ）等を推計して使用した場合

の入力数値は「レベル 3」 
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・外部格付会社等が公表している格付推移マトリクスデータを元に格付別の累積デフォ

ルト確率を算定した場合の入力数値は「レベル 2」 
＜不動産価格＞ 
・不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」に基づき算定した鑑定価額は「レベル 2」。 
・自社で容易に入手可能な土地の価格指標（路線価による相続税評価額、固定資産税評

価額など）を元に見積算定した場合の入力数値は「レベル 2」。 
 
（ビッド・アスク・スプレッド）第 20項について 
・「また、実務上の簡便法として仲値などの利用を妨げるものではない。」とありますが、

簡便法利用した場合にも入力数値「レベル」の判定には影響しないという理解でよろしい

でしょうか。 
 
（ポートフォリオで保有する金融商品の公正価値の算定）第 21項について 
.・「相殺関係にある市場リスク・ポジションの公正価値を算定するにあたっては、次の事項
を満たす限り、その算定過程において仲値を用いること及び当該正味の未決済のリスク・

ポジションに関して公正価値を最もよく表すビッド・アスク・スプレッド間の価格を用い

ることができる。」と「仲値を用いること」を一定要件のもとに限定していますが、当該要

件満たさない場合でも、第 20項に従っての仲値利用は可能との理解でよろしいでしょうか。 
 
（ブローカー等の価格の利用）第 30項について 
・不動産鑑定士による鑑定評価額も「ブローカーや情報ベンダーなどから提供された価格」

に含まれるのでしょうか。 
 
（入力数値）第 47項について 
・「レベル 3 の公正価値に分類される場合は、入力数値を代替可能なものに変更した場合の
感応度分析（第 38 項(2)参照）が必要となる場合があることに留意する必要がある。」 
とありますが、自社が合理的と考えた方法で見積している場合（例えば、自社のヒストリ

カルデータに基づいて、内部格付毎のデフォルト確率を算定等）には、見積方法（例えば

算定に使用するデータ期間や平均値の取り方など）自体を変えれば、無数に「代替可能な

もの」が存在することになってしまいますので、「代替可能な」の定義をもう少し限定・明

確化すべきではないでしょうか。 
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○参 考（現在価値技法の説明） 
 
（全般について） 
・現在価値技法の説明をされるのであれば、従来の会計基準等であまり解説されることの

なかった、将来キャッシュフローの発生時点毎に異なる割引率（スポット（ゼロクーポン）

レートイールドカーブ）を使用した現在価値算出法について記載されたらいかがでしょう

か。 現在では、複利最終利回（＝IRR：全期間単一の内部収益率）で全期間のキャッシュ
フローを割り引く方式に代わって、各時点のキャッシュフローを各時点で異なるスポット

（ゼロクーポン）レートを使用して割り引く手法が、金融・証券界では標準となっている

かと存じます。 もちろん財務諸表作成者の全てに高度な技法を適用させるのは実務対応

困難ですし、どの評価技法を使用するかはコスト・ベネフィット等を考慮の上で各企業で

判断すべきと考えますが、標準・原則的な手法については示すべきと考えます。 
（先般公表された退職給付会計基準の公開草案においても、割引率は退職給付の見込み支

払日までの期間ごとに設定された複数のものを使用すること（いわゆる「イールド・カー

ブでの割引」）を原則的な考え方と明記されておりますので） 
 
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の「開示例 3.金融業」に示された営業貸
付金の「･･･元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割引いて時

価を算定･･･」は、期待現在価値法（リスク調整法）に該当するとの理解でよろしいでしょ

うか。 
その場合に、正確には「同様の新規貸付を行った場合に想定される利率」から、市場金利

及びリスクプレミアム以外の利鞘（経費や純収益見合）部分を控除する必要がある。そう

でないと、理論上等しくなるべき確実性等価法で算定した公正価値と、著しく異なった算

定結果となる可能性が高い、との理解でよろしいでしょうか。 
 
 

以 上 


